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○大竹市工事成績評定要領 

平成29年10月30日 

要領 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の技術水準の

向上を図るとともに、受注者の適正な選定及び指導育成に資するため、工事の成績

の評定（以下「評定」という。）の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（評定の対象） 

第２条 評定は、原則として最終的な請負金額が500万円以上の工事について行うも

のとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する2,000万円未満の工事を除く。 

(１) 機械設備又は電気設備の部品等の交換に関する工事 

(２) 河川の浚渫工事 

(３) ポンプ、エンジン等の分解組立（オーバーホール）に関する工事 

(４) 構造物及び建築物の解体又は撤去のみの工事 

(５) 災害復旧工事（特命随意契約に限る。） 

(６) その他市長が特に認める工事 

（評定の方法） 

第３条 評定は、工事の完成を確認するための検査（以下「完成検査」という。）及

び工事の施行の状況等を確認するための検査（以下「中間検査」という。）が終了

した後に、工事の種別に応じ、県が定める評定の基準により工事ごとに行うものと

する。 

２ 評定を行う者（以下「評定者」という。）は、当該工事の監督員のうち２名及び

当該工事の完成検査又は中間検査を行った者とする。 

（評定結果の通知） 

第４条 市長は、当該工事の受注者に対して別記様式第１号により評定の結果を通知

するものとする。 

（評定の修正） 

第５条 市長は、前条の規定による通知の後に評定を修正すべきと認める場合は、評

定を修正し、当該工事の受注者に対して修正した評定の結果を通知するものとする。 
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（説明請求等） 

第６条 第４条又は前条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日

（大竹市の休日を定める条例（平成元年大竹市条例第21号）第１条第１項各号に規

定する日を含む。）以内に、別記様式第２号により市に対して評定の結果について

説明を求めることができるものとする。 

２ 市は、前項の規定により説明を求められたときは、書面により回答するものとす

る。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、評定に関して必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この要領は、平成29年11月１日から施行し、平成29年４月１日以降に完成した工事

について適用する。 

附 則（令和元年12月18日要綱） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に引渡しを受ける工事に適用

する。 

附 則（令和３年10月７日要綱） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年10月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式による

ものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

附 則（令和６年３月21日要領） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日要領） 

この要領は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に発注した工事に適用する。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

別記様式第２号（第６条関係） 

 


